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災害廃棄物の海上輸送
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〇石川県からの要請を受け、北陸地方整備局が実施した応急復旧に
より暫定的に利用可能となった宇出津港や飯田港の係留施設を活
用し、令和６年７月よりリサイクルポートである姫川港に災害廃棄物
（木くず）の海上輸送を開始

〇海上輸送された災害廃棄物は、木質バイオマス発電施設やセメント
製造施設の原燃料としても活用され、能登半島の復興とともに、リ
サイクル施策の推進にも大きく貢献
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※令和６年１１月末時点の速報値

❚ 能登半島からの災害廃棄物（木くず）の海上輸送量

宇出津港(石川県能登町)

木質バイオマス発電施設や
セメント製造の原燃料として活用


